
令和２年５月 29日 

 

学生 各位 

 

埼 玉 学 園 大 学 

学生委員長 坂 田 知 子 

 

面接授業開始にあたっての学生生活上の注意について 

 

面接授業を開始するに際し、新型コロナウイルス感染症拡大を予防するため、本学では

以下の通りの対策を行います。 

 

１．日常生活に関する注意 

・３つの条件（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声）が同時に重なる

場を避けることはもちろんのこと、１つ１つの条件が発生しないよう配慮してください。 

・入構後や授業の前後、昼食の前後などこまめに手洗いを行ってください。構内にはアルコール

消毒薬等を設置しますが、先ずは手洗いを行ってください。 

・毎朝検温を行い、風邪症状が見られるときは休養してください。 

・学内及び通学中は、常にマスクを着用してください。着用していない場合は入構できません。 

・各階への移動は原則階段をご利用ください。エレベーターを利用の際は、会話を控えてください。 

・授業終了後は速やかに帰途に就き、学内にはとどまらないでください。 

 

２．スクールバスに関する注意 

・乗車人数を 50名としますので、必ず乗車できるとは限りません。特に東川口駅発午前 8時台、

10 時台のバスは混み合うことが予想されますので、東浦和駅から徒歩や自転車で通学

してください。なお、乗車できなかった場合の特別措置はありません。 

・利用の際はマスクを必ず着用し、会話を控えてください。 

・常時、窓を開け換気を行います。 

 

３．食事をする際の注意 

・感染予防の観点から、カフェテリアと２階ラウンジ内の席数を減らします。 

・カフェテリアでは、カレー、麺類を食べる学生が優先して利用できることとします。

指定された場所のみ利用可能となっていますので、食事が終了次第、速やかに移動してください。 

・券売機や提供口では間隔を空けて並んでください。 

・お弁当は、ピロティーで販売します。教室等空間を保てる場所で食べてください。 

・友人と食事をする際には、なるべく私語を慎み、適度な距離を保つよう注意してください。

食事が終了次第、マスクを着用してください。 

・２限又は３限に授業がない学生は、混雑していない時間帯で食事をしてください。 

以上 

 

 

 


